
開催日及び場所

委員

審議対象期間

抽出案件 4件 （備考）

契 約 件 名 :
（25）駒沢住宅室内改修その他工事監理業務／（25）松の木住
宅室内改修その他工事（1・2・3号棟）監理業務

契約相手方 :
株式会社友水設計
（法人番号　1050001012419）

契 約 金 額 :
2,354,000円（駒沢住宅）
2,563,000円（松の木住宅）

契約締結日 : 令和7年9月18日

担 当 部 局 : 関東財務局

契 約 件 名 : （Ｒ7）未利用国有地樹木伐採等業務（東京都立川市外）

契約相手方 :
株式会社五嶋造園
（法人番号　7012801009922）

契 約 金 額 : 7,865,000円

契約締結日 : 令和7年9月30日

担 当 部 局 : 関東財務局

契 約 件 名 : 電話交換設備等の賃貸借及び保守業務（中之条税務署）

契約相手方 :
電通工業株式会社
（法人番号　7010401018749）

契 約 金 額 : 2,459,160円

契約締結日 : 令和7年8月20日

担 当 部 局 : 関東信越国税局

契 約 件 名 : 税理士による各種説明会講師の業務委託

契約相手方 :
関東信越税理士会
（法人番号　3030005001228）

契 約 金 額 : ＠12,049円

契約締結日 : 令和7年9月8日

担 当 部 局 : 関東信越国税局

うち応札（応募）業者数
1者関連

2件

委員からの意見・質問、
それに対する回答等

委員会による意見の具申
又は勧告の内容

競争入札
（物品役務等）

1件 【案件3】

1件 【案件4】
随意契約

（物品役務等）

令和8年1月9日（金曜）　関東財務局18階会議室

委員長　　末松　栄一郎（埼玉大学学術院　教授）
委　 員　　大澤　一司（アーク法律事務所　弁護士）
委   員　　小山　彰（小山公認会計士事務所　公認会計士）

令和7年7月1日（火曜）　から　令和7年9月30日（火曜）

財務省第4入札等監視委員会　令和7年度第2回定例会議議事概要

（契約の概要）

【案件1】
随意契約

（公共工事）
1件

1件 【案件2】
競争入札

（物品役務等）

・電話交換設備等の賃貸借及び保守業務（中之条税務署）
・税理士による各種説明会講師の業務委託

以下のとおり

なし



予定価格はどのように算定している
のか。

厚生労働省が実施している賃金構造基本統計調査の資料や、昨年度の実績などを参考
として積算を行っている。

税理士による各種説明会講師の業務
委託

本件は、関東信越国税局管内の税務署が行う各種説明会へ税理士を派遣し、出席者に対
して記帳方法や申告書の作成方法について説明を実施するもの。

過去に、本件契約相手方以外の者と
契約を締結したことはあるか。

無い。原則として本件契約相手方以外に本件業務を対応可能な者はいないとの認識で
あるが、その点につき確認するため、公募という形をとっている。

本件契約相手方以外の者で本件業
務が対応可能な者としては、どのよ
うな者が考えられるか。

極めて規模の大きい税理士事務所などはマンパワー的に対応できる可能性はあるが、
関東信越国税局管内の各税務署に出向く必要があり、旅費等の交通費も発生すること
から、現実的ではないと考えている。

今後競争性確保のため、入札業者数
を増やす工夫としてはどのようなこ
とを考えているか。

入札時期の前倒しや業者への声掛けの実施、また、入札のタイミングやスケジュールの
調整などを行うことを検討している。

本件について、仕様書上、他の業者
の参入が困難な部分があるのではな
いか。

仕様書を作成するに際して、複数の業者に内容を確認してもらった上で整理している。
また、参考見積についても同様に複数の業者から徴取していることから、参入可能な業
者が限られているとは考えていない。

【案件4】 （契約の概要）

【案件3】 （契約の概要）

電話交換設備等の賃貸借及び保守業
務（中之条税務署）

本件は、中之条税務署の電話交換設備及び同付帯設備について、賃貸借により調達を実
施するもの。

本件について、１者応札となった理
由はどのようなものか。

価格的に本件契約相手方が最も安いこと、また本件業務の実施時期に他の業務が入っ
たため対応ができなかったこと、等の理由により他の業者が参加を見送ったと聞いて
いる。

予定価格と落札率が乖離するのは、
見積時点における仕様書の精緻化不
足が原因ではないか。

造園業界の場合、冬季は人員が余る傾向にあるため、安い金額で業務が実施可能と言
われている。現状、見積時点では仕様書に業務の実施時期を設定していないことから、
この点に問題があるのではないかと考えている。

（Ｒ7）未利用国有地樹木伐採等業務
（東京都立川市外）

本件は、東京都立川市及び東京都昭島市に所在する未利用国有地における樹木伐採業
務、東京都昭島市に所在する未利用国有地における「つるガード」敷設業務及び除草剤散
布業務を実施するもの。

落札率が極めて低いが、予定価格の
積算は適切と言えるか。また、業務
自体は適切に実施されたのか。

複数の業者から見積を徴し、その最低価格を予定価格として算定しており、積算自体に
問題はなかったと思料。なお、落札率が極めて低かったが、業務の実施自体には支障等
は生じていない。

予定価格の積算に際しては、見積を
徴するのみなのか。人件費の積上げ
による積算は行わないのか。

樹木伐採の場合、伐採すべき樹木を指定した上で業者に見積を提出してもらっており、
人件費の積上げによる積算は行っていない。落札率が低い状況に鑑み、必要に応じて
見積の徴取先を変更する等、予定価格の積算方法見直しを検討したい。

入札業者が増えるような取組につい
て、どのような検討を行っているか。

室内改修工事の契約が成立しなかっ
たことが本件監理業務にも何らかの
影響を与えたのか。

案件を公表できる時期になったところで、関東財務局管内に所在する当該競争参加資
格を有する業者に対してランダムにピックアップの上、声掛けを行っていくことを検討し
ている。

室内改修工事の入札不調が続いたため、本件監理業務についても入札の取止めが続い
た。このため、業者の本件入札への参加意欲が減退してしまった可能性が考えられる。

【案件2】 （契約の概要）

【案件1】

（25）駒沢住宅室内改修その他工事監
理業務／（25）松の木住宅室内改修そ
の他工事（1・2・3号棟）監理業務

（契約の概要）

本件は、東京都目黒区に所在する国家公務員宿舎「駒沢住宅」及び東京都杉並区に所在す
る国家公務員宿舎「松の木住宅」において、室内改修その他工事監理業務を実施するも
の。

本件の契約相手方が入札に参加しな
かった理由はどのようなものか。

入札公告時点では、技術者の手配がつかなかったものと考えられる。建設業界では全体
的に人手が不足していると聞いている。

委員からの意見・質問 回答


